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地方公務員災害補償義金

各支部事務長毅

地義徳第 6 S骨

平成23年 3舟 16臼

地方公務貝災害補償基金

補償課長阿部健郎

( 公 印 省 略 )

精神疾患毒事の事案に係る調査に当たって留意すべき事項について(適知)

締紳~息に起罰する自殺及ぴ精神疾患(以下「精神疾風等J という。〕ピ係

る公務上の災容の}筒迅速かコ公正な認定に資するため、公務上の災害とな

り得るための具体的な出来事及び務限点を示すものとして‘別表「業務負荷の

分析雲監J(以下「別表j という.)を策定しましたa ついては、精仲疾患等の

事業に係る制貨に当たっては、平成23年4月1日以後、下記の事項1:::留意

のうえ、}3IJ表を横領約に活用するようお願いします。

記

1 別表の活用については、別紙 rr業務負荷の分析褒j の具体的な活用の方

法についてJを参考にすること，

なお‘迅速かつ十分な調査のためには、任命犠者等の協力カ句=可欠である

ととから、調査の際には任命権者等において本通知の趣旨を踏まえた適切な

対応が求められる ζとa また、}JIJ表は、精神疾患等について公務上の災害と

なり得る具体的な出来事等を明記しているととから、例えば、研修での活用

等を通じ、各職場において精神疾患等に係る公務上の災害ヒ対する職員(災

害害補償の担当職員のみならず、安全衛生の担当聡員及び管組的立場に立って

いる職員を合tr.)の認識を高め、その防止にも資するものと考えられると

と。

2 }]IJ衰を話用するのは、平成 23年4月1日以後に公務災笹認定誇求のあっ

た事案とするが、その前}こま昔求のあった事案にコいても、調査lと当たっては、
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別表の鈍旨を踏まえるよう努めること。

3 lllJ衰の(注) 1何)にもあるとおり、「過重な負荷左なる可能性のある業務

伊IlJは、過去に公務上の災害と認定Lた事例毒与を参考にまとめたものであり、

これらの業務観!の類似の容量障を含め、公務災害認定論求事案が公務上の災答

と限められるかどうかは、 f着服する要素Jを参考に分析し、かっ、医学経

験長.tlにrmちしたうえで、あ〈まで個別事案ごとに判断されるとと(当骸類似

の事案以外の事業も防様に判断されること)。
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(注) 業務負荷の分析に当たっては、以下の事項を参考にすること.

1 別表を用いた業務負荷の分析については‘以下のとおり行う.

(1J発症前おおむね6か月間の蝶務負荷について検討するとと回

精神疾患の発症前おおむね6か月間の業務1::関して、精神的又は肉体的

な負荷について検討するとと隠なお、過重な負荷を伴う業務が精神E英語まの

発症の6か月より前から続いている場合には、その点に留意して検討する

とと。

(2)別表の「出来事例」を参考に業務}と関する削却を洗い出し検附するこ

と。

業務に闘する出来事について、加衰の「業務負荷の類型J1慢の類型ごと

に、同衰の「出来事例j欄に掲げる出来事仰を参考にして洗い出し、その

業務負荷の程度について検討すること.

特に、制度の創設、事自立への緊急的な対応などの業務1::従事した場合に

は、日常的に慣れた負荷とは異なる、 i晶表な負荷を受けた可能性があると

とから、兵体的な検討を行うこと。

なお、 ZI)a長の「出来事例』は例示であるので、これらを行っていたとと

が践ちに公務起因性があると問、められるものではないが、僻~IJ喜多重量の判断

に当たっては、「出来事例J及び「過重な負荷となる可能性のある業務例J

を参考としながら、「業務負荷の類型』ごとに f着眼する要覇者Jについて

検討を行う ζと。

(3)別表の『着服する要素Jを参考に多断的に負荷を分析するとと。

業務負荷の過.m;伎の判断に当たっては、例えば、業務の内容であればそ

の雛易度、精神的緊張、賛任の転車、強制性、裁重量性の有無など、様々な

角度から検討が必婆となることから、負荷の過重牲の分析に際しては、日リ

衰の f着服する要素j繍1::掲げる事演を参考に多商的な検討を心がげると

と。

(4)別表の『過重な負荷となる可能性のある業務例Jに綴語まするとと。

別表の「過重な負荷となる可能佐のある業務例j欄に掲げる業務例は、

過去に公務上の災害と総定した事例等を参考にまとめたものであり、類似

の事案が1直ちに公務起因性があると隠められるものではないが、精神疾患
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の発症原因2ごするに足る強度の負荷を受けた冒1艇性があるととを十分に留

意し、慎震に検討する必要があること陸

2 時間外勤務の過重性については、以下のとおり検射する回

([l過重性検討の考え方

時間外勤務(勤務を要しない日における鋤1潜在含む，以下同じ.)の分

析に当たっては、時間外勤務の時間数だけでなく、時間外勤務の必要性、

勤務の密度及び内容、時間J幣、不規則性、実質的な睡眠時間の確保等の事

情を総合的に検吋する必要がある s

(2) 発症の時期と時間外勤務

時間外勤務時間の増加は精神疾患の発症による勤務倍率の低下に伴うも

のであるとともあり得ることから、精神疾患の発症の時期と時間外勤務の

増加の関係についても十分注意する必要がある。

(3)時間外勤務の負荷のllit感性を検討する視点

ア 時間外勤務については、時間外勤務命令書草による時間数、時開予告だけ

1:.':着服するのではなく、職場内に限らず被災}脱貝の実際の業務に関連す

る行動の諜態に十分留意するとと.

イ 時間外鋤務の負荷の分析に当たっては、その康医、業務の内容、業務

の執行体制等の総合的な検討が必要であり、以下の点に留意するとと。

(ア)時間外勤務を行うととが必要になった版図、事情

特別の出来事への緊急的対応、*動車後の環撹変化に伴ラ影響等

(イ)J時間外勤務により行った業務の内容

0業務の難易度(負荷の強い業務の有無、成否の重大性}

O処迎期限の有無と結果

0待問外勤務による対応が必袈であった業務の継続期間

。当時、業務に一定の区切りのつく見通しがあったか否か

(ウ)時間外勤務を行った際の執行体制

0上旬の指導、同僚等の応援、協力の有無

3 職場の支援・協力等は、柴務による負術を緩和させる上で重要な役割安

来たすと考えられるので、仕事のやり方の見直し改善、応援休日事!の被丘、

責任め分散等上司、同僚等による必要なstt録、協カがなされていたか等に
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ついて検討するとと{別表においては、対応する f着眼する要素j織に職

場の支援・協力等に隠する事項が明記されている「業務負荷の類型j もあ

るが(例:r業務負荷の類型」の r4柴務の執行体制j に対応する「着限

する婆素J中「業務上の探題等の相談・サボ}ト体制J)、ιそれら以外の「業

務負荷の類型Jについても、必要に応じ、臓場の支援・協力等の状況につ

いて、検討するとど町). 



別紙 f業務負荷の分析表」の具体的な活刈の方法について

1 出来事の洗い出し

まず、公務災害認定問求書等を基に、精紳疾患等の箆閣とされる業務に関

する出来事，(対人関係のトラブル婚を含む。以下 f当該出来事j という.)

を洗い出し、それちが「業務負荷の分抗表J(以下旬IJ表j という。}の「業

務負荷の類型J欄の類型及ぴそれに対応する「出来事例I欄の出来事例のう

ち、どの類型及び出来事例に当てはまるか投討する。

なお、当銭出来事が「出来事例j欄のどの出来事例にも当てはまらない場

舎には、それらがどの f出来事例」欄の出来事例に近いのかを類推して験討

する。

ζの検討の結果を踏まえ、 I精神疾患に起因する自殺及び精神疾患の公務

起因性判断のための調資事項についてJ(平成 11年9月14白地基補第1

74舟)(以下「調資事項通知Jという.)の511]紙4r業務負荷に係る調査葉j

(以下 ra剣道正巣j という。)の『出来事」織に当該出来事の概要去記載する

(当核出来事が複数ある場合には、それぞれ記載する。)去ともに、調査票

当 凶の I業務負荷の類~J 櫛及び f出来事例J 欄に、それぞれ、当該出来事を当

てはめた別衰の「業務負荷の類型』欄の類型及び「出来事例I榔の出来事例

を配車JGする園

2 r着眼する要素」に照らした調査

次に、工で当ではめた f業務負荷の糠製J欄の頚迎に対応する f勢限する

喪繁」欄の各嬰紫について、請求者及び任命権者等に対して、十分な側衰を

行う(調査の結果、必要に応じて、 E帯求者等に追加の側査を行う.).なお、

験場の支援・協力等の状視についても、必要に応じ、調査証する。

との調査の結果を踏まえ、調筆書震の f着眼する要素」嫡l之、各喪薬ごと}と

関係する事実関係を記載する。
、

3 時間外勤務の把握

常態的な役時間議h務;が強いストレスの要悶になり得るととにかんがみ、事

案の調査に当たっては、その内容に応じ、時間外勤務(勤務を喪しない自に

おける勤務を含む。以下河じ。)のき実認について適切に把握することが重要

であるの特に、時間外勤務の検肘1;:当たっては、時間外勤務の時間数のみな

らず、時間外勤務をせざるを得なかった原閥、事情や、待問外勤務において
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実際に行っていた業務内容(笑際に行っていた具体的な業務内容が特定でき

ない場合には、時間外勤務;をせざるを得なかった原因、事情時から推測され

る業務内容)等についても把歯する必要がある。

そのため、 2の麟査と平行して、時間外勤務について、以下の方法により

把握する倫

ol時間外勤務

時間外勤務の状況については、時間外勤務命令棒、時間外勤務報告書唱容

により確認するが、時間外勤務を館録しない職員(時間外勤務命令修等に

よっては実強が適切に把握できない磁員を含む0)については、退庁記録、

タイムカード、上向・同僚‘部I下等の錠言、現~寄等の資格Hとより、時間

外勤務の実態(時間外勤務のI時間数‘それを行うことが必要になった原因

，事情、業務内容等を含む。)を檎偲するB

その結果を踏まえ、調査事項通知の別紙 1r災害発生前1か月聞の勤務

状況調査粟J及ぴjJlJ紙2r災筈発生前6か月間の勤務状視調査粟(災害発

生前1か月間を除くりにおいて、それらの別紙の『時間外勤務時関数等J

の欄に|時間外勤務の待関数を、 f勤務の概況」の槌(別紙1については、「勤

務の概況」の欄の『歪規の勤務時間終了時刻以降j の揃)に又は適宜別紙

1及び別紙2の添付資料として時間外勤務の原悶‘事情、その業務の内容

その他時間外勤務の過重性の検討に当たつで考慮すべき事項(業務の難易

度や処理期限の有無等)をそれぞれ記載するとともに、その根拠となった

資料(時陶外勤務命令官革、時間外勤務報告書、退庁肥録、タイムカード、

上司・悶僚・部下等の証言、現認書毒事の資料)を記識し、関遊資料の写し

等を添付する。

(2)自信等での作業

自宅等での作業については、当該作業の内容、時関数及び線拠を部査す

る圃その際、自宅毒事で作業せざるを得ない事情(緊急性、必要性等)及び

具体的な成果物について確認する.

その結果を踏まえ、関益事項通知の別添2r精;jIT疾患に起因する自殺及

び精神疾患の公務起悶性判断のための間査票(j)Jの r8災害発生前の

勤務状況等に関する事費」の r(4)自宅等での報告書等作成の有無j の糊

及び別添3r精神疾患に起医する自殺及び精神疾患の公務怒民性判断のた

めの調査栗(2)Jの r1 災害発生前の生活状況等に関する事項』の f(7)

自宅等での報告番号事作成の有無Jの舗に飽載する(成果物がある場合は

添付する)。
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なお、自宅等での作濃の過疎怯の判断に当たっては、自宅等での作業は

任命権者の支配管主主下になく、しかも、任意の時閥、方渋及びぺすースで行

うことが可能であるため、原則として勤務公箸における時関外勤務と同等

にE平価されるものではない.ただレ、自宅等で作業せざるを得ない諸事情

が客観的に証明された場合については、例外的に発症前に作成された具体

的成果物の合理的存備に基づき、付加要因として野倒するζととなるので

留意する.

4 業務負荷の程度の検肘

最後に、問査票その他の関係資料等(3の時間外勤務の把握の結果を含む，)

に基づき、当該出来事について、 f着服する重要素jに照らし、業務負荷の程

度の検討を行う。その際、「量~mな負荷となる可能性のある業務例J につい

て参考』ごする(ただじ、「過重な負荷となる可能性のある業務例j の類似の

事案でない場合であっても、同様に「着眼する姿索Jに!被らして適切に検討

する)，

なお、業務負荷の程度の検討に当たっては、別表の(注)も参照するa


